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大規模氾濫に関する新川地区減災対策協議会 規約 

 

第１条～第 10 条 （省略） 

 

（ 附則 ） 

第１１条 本規約は、平成２９年 ６月 ５日から施行する。 

     改 正  平成３０年 ５月２１日 

     改 正  令和元年  ５月２１日 

     改 正  令和２年  ５月２７日 

     改 正  令和３年  ５月２７日 

     改 正  令和４年  ５月２６日 

     改 正  令和６年  ５月２７日 

  

大規模氾濫に関する新川地区減災対策協議会 規約 

 
 
 

（ 附則 ） 

第１１条 本規約は、平成２９年 ６月 ５日から施行する。 

     改 正  平成３０年 ５月２１日 

     改 正  令和元年  ５月２１日 

     改 正  令和２年  ５月２７日 

     改 正  令和３年  ５月２７日 

     改 正  令和４年  ５月２６日 

     改 正  令和６年  ５月２７日 

     改 正  令和８年   月  日 

 
別表１ 

大規模氾濫に関する新川地区減災対策協議会 構成員 

魚津市長 

滑川市長 

黒部市長 

富山県東部消防組合 消防本部 消防長 

新川地域消防組合 新川地域消防本部 消防長 

富山県新川土木センター 所長 

富山県新川農林振興センター 所長 

富山県 土木部 河川課長 

富山県 土木部 砂防課長 

富山地方気象台長 

＜オブザーバー＞ 

北陸地方整備局 黒部河川事務所 

あいの風とやま鉄道株式会社 

関西電力株式会社再生可能エネルギー事業本部 黒部川水力センター 

北陸電力株式会社 新川水力センター 
 

別表１ 

大規模氾濫に関する新川地区減災対策協議会 構成員 

魚津市長 

滑川市長 

黒部市長 

富山県東部消防組合 消防本部 消防長 

新川地域消防組合 新川地域消防本部 消防長 

富山県新川土木センター 所長 

富山県新川農林振興センター 所長 

富山県 土木部 河川課長 

富山県 土木部 砂防課長 

富山地方気象台長 

＜オブザーバー＞ 

北陸地方整備局 黒部河川事務所 

あいの風とやま鉄道株式会社 

                                

北陸電力株式会社 新川水力センター 
 

※赤字：改正箇所 
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現行（旧） 改正案（新） 
 

別表２ 

大規模氾濫に関する新川地区減災対策協議会 幹事会 構成員 

魚津市 産業建設部 建設課長 

滑川市 建設部 建設課長 

黒部市 都市創造部 道路河川課長 

富山県東部消防組合 消防本部 警防課長 

新川地域消防組合 黒部消防署長 

富山県新川土木センター 次長 

富山県新川農林振興センター 管理検査課長 

富山県 土木部 河川課主幹 

富山県 土木部 砂防課主幹 

富山地方気象台 防災管理官 

＜オブザーバー＞ 

北陸地方整備局 黒部河川事務所 

あいの風とやま鉄道株式会社 

関西電力株式会社再生可能エネルギー事業本部 黒部川水力センター 

北陸電力株式会社 新川水力センター 

 

 

 

 

別表２ 

大規模氾濫に関する新川地区減災対策協議会 幹事会 構成員 

魚津市 建設部   建設課長 

滑川市 建設部 建設課長 

黒部市 都市創造部 道路河川課長 

富山県東部消防組合 消防本部 警防課長 

新川地域消防組合 黒部消防署長 

富山県新川土木センター 次長 

富山県新川農林振興センター 管理検査課長 

富山県 土木部 河川課主幹 

富山県 土木部 砂防課主幹 

富山地方気象台 防災管理官 

＜オブザーバー＞ 

北陸地方整備局 黒部河川事務所 

あいの風とやま鉄道株式会社 

                                

北陸電力株式会社 新川水力センター 

 
 

 


